
 

● 外 国 人 労 働 者 相 談 コ ー ナ ー ● 

埼玉労働局では、英語・中国語を話される外国人からの労働条件に関する相談を受けております。 
詳しくは埼玉労働局労働基準部監督課までお問い合わせください。 
＊相談日は変更となる場合がありますので、事前に電話で御連絡ください＊ 

 
〒３３０‐６０１６ さいたま市中央区新都心１１－２ ランド・アクシス・タワー15階 

埼玉労働局労働基準部監督課 
TEL：０４８－６００－６２０４  FAX：０４８－６００－６２２４ 

   

 
Advisor for Foreign Workers Section

Please consult regarding Labour 
conditions in English 

 
 Days ： Wednesday  Friday 
（日時）       （水曜日 ・ 金曜日） 

 Hours ： 9：00a.m.～５：00p.m. 
（時間）    （午前9:00～午後5:00）  

 Office ： Saitama Labour Bureau 
       Inspection Division  
         （埼玉労働局監督課）  

 Tel：048-600-6204   Fax：048-600-6224  
 
 The days of Advisory Service for Foreign Workers are 
sometimes changed.  Please call before you come to make 
sure the advisor is in the office.  

 

外 籍 劳 动 者 咨 询 处

关于劳动条件等问题,可用中文咨询。 

 

 日期 ：星期二   星期四 

 （日時）  （火曜日 ・ 木曜日）  

 时间 ：上午九点到下午五点 

 （時間） （午前９:００～午後５：００）  
 地点 ：埼玉劳动局监督课 
 （場所）  （埼玉労働局監督課） 

 电话：048-600-6204   传真：048-600-6224 

 
   日期及时间有时会有变更。  

   访问前请打电话确认。  

 

埼 玉 労 働 局 労 働 基 準 部 監 督 課 


